
　

こ
れ
か
ら
の
季
節
は
、
特
に
感

染
症
が
流
行
す
る
た
め
、
肺
炎
に

か
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。
肺
炎

予
防
に
は
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
効
果

的
で
す
。

　

今
年
度
対
象
者
の
方
に
は
個
別

通
知
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
助
成

期
限
の
3
月
31
日
ま
で
に
接
種
す

る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
書
類
を
紛
失
さ
れ
た
方

は
、
再
発
行
い
た
し
ま
す
の
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

【
助
成
対
象
者
】

　

左
記
の
表
に
記
載
の
年
齢
に
な

る
方
の
ほ
か
、
予
防
接
種
実
施
日

に
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
で
、

身
体
障
害
者
手
帳
1
級（
心
臓
、

腎
臓
、
も
し
く
は
呼
吸
器
の
機
能

ま
た
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス

に
よ
る
免
疫
の
機
能
障
が
い
に
限

る
）の
交
付
を
受
け
て
い
る
方

※
過
去
に
1
回
で
も
肺
炎
球
菌
ワ

ク
チ
ン（
ポ
リ
サ
ッ
カ
ラ
イ
ド
）

の
接
種
を
受
け
た
方
は
助
成
の

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

※
今
年
度
対
象
者
で
、
町
外
医
療

機
関
で
接
種
さ
れ
た
方
の
償
還

払（
払
戻
）申
請
の
期
限
に
つ
い

て
も
、
3
月
31
日
ま
で
と
な
り

ま
す
の
で
ご
留
意
下
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）
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熊
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高
齢
者
等
肺
炎
球
菌

ワ
ク
チ
ン
の
予
防
接
種

は
お
済
み
で
す
か
？

令和5年度助成対象者

道路への雪出しは危険ですY
　道路への雪出しは、路面のでこぼこにより車のハンドルがと
られて事故につながるほか、道幅が狭くなる原因になり、通学
路においては通学中の児童や生徒が走行中の車の近くを歩くこ
とになるなど非常に危険です。また、道路交通法の禁止行為で
あるため道路への雪出しはやめましょう。
【雪捨て場所】 
・各家庭、事業所の雪は敷地内で処理するか町指定雪捨て場所
に運んでください。
・町指定雪捨て場所は、八雲地域は※大新6番地1（八雲スポー
ツ公園グランド横）と落部川河川敷(落部橋から山側）、熊石
地域は熊石根崎町（熊石漁港ふれあい広場手前）と熊石相沼町
（旧相沼小学校グランド）の計4箇所です。
※捨てられた雪の中にゴミ等が混入している例がありますので、
そのようなことがないようにしてください。
※令和5年度（今季冬）から栄町（自衛隊官舎前通り丁字路交差
点角）の雪捨て場は廃止となり、利用できませんのでご注意
ください。

問い合わせ先 ・建設課車両係　　　　　　☎0137－62－2115
・熊石総合支所地域振興課　☎01398－2－3111

　道路交通法第76条では、
道路における交通の危険や
妨害となるおそれがある行
為が禁止されており、道路
交通法施行細則第19条にそ
の禁止行為として「道路に雪
をまき、又は捨てること」と
規定されています。

道路への雪出しは
法律で禁止されています

除雪に関する
お願い

ご注意
くださ

い
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